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本
書
は
北
海
道
大
学
大
学
院
・
専
門
研
究
員
、
大
野
裕
司
氏
に
よ
る
出
土
術

数
文
献
に
関
す
る
論
考
四
篇
及
び
解
題
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。『
日
書
』
に

代
表
さ
れ
る
出
土
術
数
文
献
の
研
究
は
、
近
年
、
新
た
な
出
土
文
献
が
陸
続
と
出

現
し
、
そ
の
整
理
や
検
討
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
最
も
活
況
を
呈
し
て
い
る
分
野

で
あ
る
。
特
に
劉
楽
賢
氏
や
工
藤
元
男
氏
ら
を
は
じ
め
、
日
・
中
・
韓
・
台
湾
の

古
代
史
研
究
者
や
古
代
思
想
研
究
者
が
中
心
と
な
り
、
日
々
精
力
的
な
研
究
が
発

表
さ
れ
て
い
る
。

　

評
者
は
こ
う
し
た
出
土
資
料
の
専
門
家
で
は
な
い
か
ら
、
本
来
、
書
評
を
書
け

る
よ
う
な
立
場
で
は
な
い
。
た
だ
、
筆
者
と
は
、
旧
知
の
間
柄
で
、
こ
の
数
年
間

は
特
に
共
同
で
研
究
会
や
読
書
会
も
行
っ
て
お
り
、
深
く
議
論
す
る
機
会
も
多

か
っ
た
。
一
方
で
、
基
層
社
会
と
密
接
な
係
わ
り
を
持
つ
出
土
術
数
文
献
は
、
宗

教
文
化
史
を
専
門
と
す
る
評
者
に
と
っ
て
も
関
心
の
あ
る
分
野
で
あ
る
。
そ
こ
で

浅
学
を
承
知
の
上
、
僭
越
な
が
ら
書
評
を
書
か
せ
て
頂
く
次
第
で
あ
る
。

一
、
本
書
の
構
成
と
概
要
の
紹
介

　

先
ず
は
目
次
を
掲
載
し
、
本
書
の
全
体
構
成
を
提
示
す
る
。

序　

論　

新
出
土
資
料
と
中
国
古
代
術
数
研
究

一
、
出
土
術
数
文
献
の
発
見
と
そ
の
重
要
性
／
二
、
術
数
と
は
何
か
―
そ
の

定
義
を
め
ぐ
っ
て
―
／
三
、
本
書
の
構
成
お
よ
び
そ
の
目
的

第
一
部　

解
題
篇

　

出
土
術
数
文
献
解
題

術
数
文
献
の
分
類
お
よ
び
先
行
研
究

一
、
天
文
／
二
、五
行
／
三
、
蓍
亀
／
四
、
雑
占
／
五
、
形
法

第
二
部　

論
文
篇

　

第
一
章　

睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
に
お
け
る
神
霊
と
時
の
禁
忌

は
じ
め
に
／
一
、
神
霊
に
よ
る
タ
ブ
ー
の
分
類
／
二
、
非
択
日
部
分
の
神
霊

大
野
裕
司
『
戦
国
秦
漢
出
土
術
数
文
献
の
基
礎
的
研
究
』

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
叢
書
27

佐
々
木
　
　
　
聡

27 大野裕司『戦国秦漢出土術数文献の基礎的研究』



に
つ
い
て
／
三
、
神
霊
に
よ
る
タ
ブ
ー
の
特
徴
／
四
、
神
霊
に
よ
る
タ
ブ
ー

の
背
景
／
む
す
び

　

第
二
章　

中
国
古
代
の
神
煞
―
戦
国
秦
漢
出
土
術
数
文
献
に
見
え
る
も
う
ひ
と

つ
の
天
道
観
―

は
じ
め
に
／
一
、
神
煞
に
つ
い
て
／
二
、
戦
国
秦
漢
時
代
の
伝
世
文
献
に
見

え
る
神
煞
／
三
、後
世
の
術
数
文
献
に
見
え
る
神
煞
／
四
、睡
虎
地
秦
簡
『
日

書
』
に
見
え
る
神
煞
／
五
、
出
土
術
数
文
献
に
見
え
る
神
煞
／
六
、
出
土
術

数
文
献
に
見
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
天
道
観
／
七
、
術
数
的
天
道
観
の
そ
の
後

／
む
す
び

　

第
三
章　

『
日
書
』
に
お
け
る
禹
歩
と
五
画
地
の
出
行
儀
式

は
じ
め
に
／
一
、『
日
書
』
の
禹
歩
五
画
地
法
／
二
、『
抱
朴
子
』
の
禹
歩
／

三
、『
北
斗
治
法
武
威
経
』
の
天
罡
法
／
四
、
敦
煌
遺
書
の
出
行
儀
式
／
五
、

通
書
・
日
用
類
書
の
速
用
縦
横
法
／
六
、
玉
女
反
閇
局
法
と
の
関
係
に
つ
い

て
／
七
、
禹
歩
五
画
地
法
の
使
い
方
／
む
す
び

　

第
四
章　

玉
女
反
閉
局
法
に
つ
い
て

は
じ
め
に
／
一
、『
太
白
陰
経
』『
武
経
総
要
』
の
玉
女
反
閉
局
法
／
二
、『
太

上
六
壬
明
鑑
符
陰
経
』『
景
祐
遁
甲
符
応
経
』
の
玉
女
反
閉
局
法

結　

論

あ
と
が
き

人
名
索
引
／
書
名
索
引
／
中
文
目
録
／
図
版
引
用
一
覧
／
簡
牘
出
土
地
図

　

次
に
目
次
を
踏
ま
え
、
序
論
・
第
一
部
解
題
篇
・
第
二
部
論
文
篇
に
分
け
て
内

容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

（
１
）
序
論

　

序
論
で
は
、
先
ず
占う

ら

卜な
い

と
し
て
の
「
術
数
」
が
、
今
な
お
人
々
の
社
会
生
活
に

浸
透
し
て
い
る
と
し
、
過
去
に
弾
圧
を
受
け
た
術
数
が
、
改
革
解
放
後
の
大
陸
中

国
で
復
興
し
て
ゆ
く
一
方
で
、
台
湾
・
香
港
で
長
く
命
脈
を
保
ち
続
け
て
来
た
状

況
を
、
実
体
験
や
統
計
デ
ー
タ
を
例
に
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
古
代
に
生
ま
れ

た
多
様
な
術
数
が
現
代
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・

地
域
・
事
象
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
影
響
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
強
調
す	

る
。
こ
れ
は
筆
者
の
術
数
研
究
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
意
義
を
率
直
に
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
本
書
の
主
題
で
あ
る
「
術
数
」「
数
術
」
と
は
何
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
従
来
は
、
主
に
目
録
学
的
方
法
に
よ
る
「
術
数
」
の
定
義
が
行
わ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、「
術
数
」
の
語
が
初
め
て
資
料
に
見
え
る

後
漢
代
以
降
を
対
象
と
す
る
。
対
し
て
本
書
が
扱
う
出
土
術
数
文
献
と
は
、
先
行

研
究
で
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
「
術
数
」
概
念
が
成
立
す
る
以
前
の
資
料
が
中

心
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
「
術
数
」
定
義
は
時
代
・
方
法
論
い
ず
れ
の
点

で
も
本
書
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
本
書
で
扱
う
術
数
文
献
の
範
囲

を
「
占
術
の
技
術
重
視
の
書
、
具
体
的
な
占
術
の
実
践
法
を
中
心
に
説
く
書
」
と
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定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
劉
楽
賢
氏
の
見
解
１
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
特
に
劉
氏
が

『
漢
書
』
芸
文
志
の
分
類
に
基
づ
き
、
術
数
文
献
が
技
術
操
作
を
主
に
述
べ
る
の

に
対
し
、（
近
い
関
係
に
あ
る
）
陰
陽
家
文
献
は
理
論
的
色
彩
が
濃
い
、
と
す
る

指
摘
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
本
書
の
目
的
を
「
出
土
術
数
文
献
と
は
何
か
を
明
確

に
す
る
こ
と
」
と
設
定
す
る
。
そ
の
た
め
に
本
論
第
一
部
で
は
、
出
土
術
数
文
献

を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
て
解
題
を
行
い
、
そ
の
出
土
状
況
と
研
究
概
況
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
出
土
術
数
文
献
全
体
の
把
握
を
試
み
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
部
で
は
、

『
日
書
』
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
テ
ー
マ
か
ら
出
土
術
数
文
献
の
思
想

的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

（
２
）
第
一
部
解
題
篇

　

第
一
部
解
題
篇
は
、
冒
頭
で
出
土
術
数
文
献
の
細
目
を
挙
げ
、『
漢
書
』
芸
文

志
の
数
術
略
２
に
基
づ
く
「
天
文
」「
暦
譜
」「
五
行
」「
蓍
亀
」「
雑
占
」「
形
法
」

の
六
類
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
す
る
。
そ
の
上
で
、
各
類
の
概
況
に
つ
き
、
先
行
研
究

を
取
り
上
げ
な
が
ら
概
述
す
る
。そ
の
中
で『
漢
書
』芸
文
志
の
分
類
と
合
わ
せ
て
、

『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
分
類
（
本
書
中
で
は
「
四
庫
分
類
」
と
称
す
）
と
の

対
応
も
示
さ
れ
、
ま
た
任
松
如
『
四
庫
全
書
答
問
』（
啓
智
書
局
、
一
九
三
五
）

に
よ
り
『
四
庫
提
要
』
各
類
の
概
要
も
提
示
さ
れ
る
。

　

次
に
右
の
分
類
を
踏
ま
え
、「
暦
譜
」
を
除
く
五
類
に
つ
き
、
文
献
毎
に
解
題

を
行
う
。
一
部
は
、
元
は
三
浦
國
雄
氏
の
科
研
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
解
題
だ	

が
３
、
そ
の
後
、
出
土
術
数
文
献
全
体
を
カ
バ
ー
す
べ
く
増
補
さ
れ
、
最
新
の
成

果
も
反
映
し
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
解
題
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
土
状
況
や
入
手
状
況

の
説
明
、
内
容
の
紹
介
、
主
な
先
行
研
究
お
よ
び
既
刊
の
整
理
本
・
図
版
の
有
無

な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
以
上
の
形
式
に
よ
り
、
本
書
は
「
天
文
」
７
種
、「
五
行
」

３
５
種
、「
蓍
亀
」
８
種
、「
雑
占
」
９
種
、「
形
法
」
８
種
の
計
６
７
種
に
及
ぶ

解
題
を
収
録
す
る
。

（
３
）
第
二
部
論
文
篇

　

第
二
部
論
文
篇
で
は
『
日
書
』
を
中
心
に
、
四
章
に
渡
り
、
関
連
す
る
具
体
的

な
テ
ー
マ
か
ら
出
土
術
数
文
献
の
思
想
的
特
徴
を
考
察
す
る
。

第
一
章　

睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
に
お
け
る
神
霊
と
時
の
禁
忌

　

筆
者
は
『
日
書
』
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、特
に
劉
楽
賢
氏
が
明
ら
か
に
し
た
『
日

書
』
が
択
日
の
書
、
つ
ま
り
古
代
に
お
け
る
通
書
で
あ
る
と
い
う
観
点
４
か
ら
研

究
を
開
始
す
る
。
特
に
筆
者
が
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
の
劉
氏
の
指
摘
が
早
く
か

ら
あ
り
な
が
ら
、『
日
書
』
と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
、
択
日
の
構
造
や
特
徴
、

性
格
な
ど
に
着
目
し
た
研
究
が
少
な
い
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
筆
者
は

択
日
の
根
幹
と
も
言
え
る
日
の
禁タ

ブ
ー忌

、
及
び
そ
の
背
景
に
あ
る
神
霊
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
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先
ず
筆
者
は
前
提
と
し
て
、
劉
楽
賢
氏
の
分
類
を
踏
ま
え
、『
日
書
』
を
択
日

に
関
す
る
内
容
（
択
日
部
分
）
と
そ
れ
以
外
の
内
容
（
非
択
日
部
分
）
と
に
分
け

る
。
択
日
と
は
具
体
的
に
は
、「
土
木
・
建
築
・
旅
行
・
祭
祀
・
農
業
・
結
婚
な

ど
多
岐
に
渉
る
」
事
項
に
つ
い
て
「
吉
日
を
選
び
、
凶
日
を
避
け
る
こ
と
」
で
あ

る
。
そ
の
根
柢
に
は
時
日
の
禁タ

ブ
ー忌

が
あ
り
、
禁
忌
の
背
景
に
は
「
神
霊
」
の
存
在

が
想
起
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
本
章
で
は
、
第
一
に
択
日
部
分
に
見
え
る
諸
神
霊
（
各
お
の
特
定
の

日
に
配
当
さ
れ
、
特
定
の
行
為
を
禁
止
す
る
存
在
）
を
分
類
し
、
次
に
非
択
日
部

分
に
見
え
る
諸
神
霊
を
検
討
す
る
。
最
後
に
二
つ
の
神
霊
の
比
較
か
ら
、
そ
の
特

徴
を
考
察
し
て
い
る
。

　

以
上
の
検
討
を
通
じ
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
。『
日
書
』
に
見
え

る
神
霊
は
、
択
日
部
分
に
固
有
の
性
格
を
見
出
し
得
る
が
、
特
に
祭
祀
さ
れ
な
い

神
霊
と
祭
祀
さ
れ
る
神
霊
と
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
天
神
や
神
煞
な
ど
高
位
の
神

霊
で
あ
り
、
後
者
は
祖
先
や
五
祀
、
職
能
神
な
ど
身
近
な
神
霊
だ
が
、
特
に
高
位

の
神
霊
を
祭
祀
し
な
い
の
は
、
強
い
畏
怖
・
畏
敬
の
た
め
に
祭
祀
に
よ
る
交
渉
を

不
可
能
と
す
る
態
度
を
取
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
う
し
た
態
度
を
筆
者
は

「「
神
煞
」
の
規
範
を
遵
守
す
る
原
始
的
信
仰
」（
第
二
章
む
す
び
）
と
も
呼
ぶ
。

規
範
と
は
つ
ま
り
禁
忌
で
あ
る
）。
従
来
、
通
書
と
同
様
に
実
利
追
求
の
書
と
さ

れ
て
き
た
『
日
書
』
だ
が
、
こ
う
し
た
点
は
天
神
・
神
煞
を
も
祭
祀
す
る
こ
と
で
、

現
世
利
益
に
よ
る
実
利
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
後
世
の
通
書
と
は
異
な
る
一
面
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
畏
敬
の
表
れ
を
筆
者
は
「
要
す
る
に
、『
日
書
』

は
基
本
的
に
実
利
追
求
の
書
で
は
あ
る
の
だ
が
、
神
霊
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て

は
、
畏
敬
感
に
基
づ
く
原
始
的
な
態
度

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
評
者
）
を
な
お
保
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
考
え
る
に
、
か
か
る
事
実
は
原
始
的
な
信
仰
の
通
俗
的
占
術
へ
の
変
化

を
示
す
も
の
で
あ
り
、『
日
書
』
は
未
だ
完
全
に
は
通
俗
化
・
民
衆
化
・
功
利
化

し
き
ら
な
い
、
そ
の
過
程
、
途
中
経
過
に
お
い
て
成
立
し
た
術
数
書
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
結
論
づ
け
る
。

②
第
二
章　

中
国
古
代
の
神
煞

　

第
二
章
で
は
、
第
一
章
の
結
論
を
受
け
、
改
め
て
神
煞
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討

す
る
。
神
煞
と
は
、
吉
神
と
凶
煞
に
分
け
ら
れ
、
星
の
運
行
を
モ
デ
ル
と
し
て
、

循
環
的
に
特
定
の
日
（
も
し
く
は
年
・
月
や
時
）
に
配
当
さ
れ
る
カ
ミ
で
あ
り
、

そ
の
日
が
何
を
す
る
の
に
宜
し
く
、
何
を
忌
む
べ
き
か
は
、
神
煞
に
よ
り
決
ま
る

と
い
う
。

　

筆
者
は
本
章
で
、
先
ず
後
世
の
通
書
に
見
え
る
神
煞
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
そ

れ
を
『
日
書
』
に
散
見
さ
れ
る
神
煞
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
比
較
す
る
こ
と
で
、
古

代
で
は
神
煞
は
凶
煞
の
み
で
、
吉
神
は
神
煞
観
念
の
変
遷
の
中
で
、
後
世
、
新
た

に
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

加
え
て
、
筆
者
は
そ
こ
か
ら
天
と
人
の
関
係
の
変
化
を
想
定
す
る
。『
史
記
』

太
史
公
自
序
・
六
家
之
要
旨
に
基
づ
き
、
当
時
に
お
い
て
『
日
書
』
に
見
え
る
択
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日
の
禁
忌
が
「
天
道
」
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
上
で
、「
時
日
の

禁
忌
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
天
と
人
と
の
関
係
性
を
背
景
に
し
た
、
天
を
逆
ら
う

こ
と
の
で
き
な
い
、
従
う
べ
き
存
在
と
捉
え
、
畏
れ
敬
う
態
度
」
を
出
土
術
数
文

献
に
特
徴
的
に
見
え
る
「
術
数
的
天
道
観
」
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
伝
世
文
献

に
お
け
る
天
道
観
が
人
に
道
徳
性
を
求
め
る
の
に
対
し
、こ
の
術
数
的
天
道
観
は
、

禁
忌
の
遵
守
の
み
を
求
め
、
道
徳
的
な
要
求
が
欠
け
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

後
世
、
神
煞
の
禁
忌
を
遵
守
す
る
原
始
的
信
仰
は
、
吉
神
を
生
み
出
す
こ
と
で
、

祭
祀
に
よ
り
吉
神
に
福
を
求
め
、
凶
煞
を
忌
む
と
い
う
功
利
的
な
態
度
へ
と
移
行

す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
術
数
的
天
道
観
の
変
遷
も
ま
た
あ
っ
た
、

と
指
摘
し
、
同
時
に
こ
の
術
数
的
天
道
観
が
官
民
隔
て
な
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
強
調
す
る
。

③
第
三
章　

『
日
書
』
に
お
け
る
禹
歩
と
五
画
地
の
出
行
儀
式

　

本
章
で
は
出
行
の
際
の
儀
礼
で
あ
る
禹
歩
と
五
画
地
を
伴
う
儀
礼
が
、
な
ぜ
択

日
書
で
あ
る
『
日
書
』
に
載
録
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
筆
者
は
先
ず
先

行
研
究
を
整
理
す
る
中
で
、
特
に
従
来
、
禹
歩
と
五
画
地
が
出
行
の
際
に
常
に
行

わ
れ
る
と
み
な
す
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
黄
一
農
氏
の
急
用
等
の

た
め
に
凶
日
に
出
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
の
み
、
禹
歩
と
五
画
地
が
行
わ
れ

る
と
す
る
説
を
紹
介
す
る
５

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
『
日
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
か
ら
近
世
ま
で

の
資
料
を
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
で
、
禹
歩
・
五
画
地
の
詳
細
と
そ
の
変
遷
を
明

ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
禹
歩
・
五
画
地
が
黄
氏
説
の
通
り
、
や
む
を
得
な

い
凶
日
の
出
行
に
際
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
一
応
は
裏
付
け
ら
れ
た
が
、
黄
氏
説

で
は
理
解
が
不
十
分
だ
っ
た
点
と
し
て
、
禹
歩
・
五
画
地
の
事
例
が
、
睡
虎
地
秦

簡
『
日
書
』
甲
種
で
は
「
亡
日
」「
出
亡
帰
死
之
日
」、
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
乙

種
で
は
「
臽
日
」
な
ど
、い
ず
れ
も
出
行
の
凶
日
に
や
む
を
得
ず
出
行
す
る
場
合
、

ま
た
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書
』
で
は
「
禹
須
臾
行
日
」
に
不
吉
な
方
角
に
出
行
す
る

場
合
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
事
例
で
の
禹
歩
・
五
画

地
に
呪
文
の
相
違
な
ど
微
妙
な
違
い
が
見
え
る
理
由
は
、
凶
日
や
方
位
な
ど
の
相

違
に
求
め
ら
れ
る
点
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
具
体
的
な
出
行
日
と
の
対

応
は
、『
日
書
』
で
も
禹
歩
・
五
画
地
の
儀
礼
の
記
述
と
隣
接
し
て
書
か
れ
て
い

た
も
の
の
、
竹
簡
上
の
繋
が
り
が
分
か
り
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、
従
来
、
無
関
係

の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
後
世
の
伝
世
文
献
に
見
え
る
禹
歩
・

五
画
地
と
の
比
較
か
ら
、
そ
の
繋
が
り
を
明
ら
か
に
し
た
。

④
第
四
章　

玉
女
反
閉
局
法
に
つ
い
て

　

本
章
は
、
禹
歩
・
五
画
地
と
の
関
係
か
ら
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
玉
女
反
閉
局

法
に
つ
い
て
改
め
て
詳
し
く
検
討
す
る
。
筆
者
は
前
章
で
禹
歩
・
五
画
地
の
発
展
・

継
承
過
程
を
検
討
し
た
際
に
、
従
来
、
禹
歩
・
五
画
地
と
類
似
の
儀
礼
と
さ
れ
て

き
た
玉
女
反
閉
局
法
が
、
実
際
に
は
起
源
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
禹
歩
・
五
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画
地
と
の
直
接
的
な
継
承
関
係
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
れ
を
受
け

て
、
本
章
で
は
『
太
白
陰
経
』
に
見
え
る
最
も
古
い
玉
女
反
閉
局
法
の
詳
細
を
復

元
し
、
そ
の
後
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
。
例
え
ば
、
古
い
玉
女
反
閉
局
法
で
は
、

禹
歩
・
五
画
地
は
行
わ
れ
ず
、
地
面
に
描
い
た
反
閉
局
の
上
で
算
木
を
呪
文
と
共

に
移
動
さ
せ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
た
点
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
は
、
日
本
陰
陽
道

が
早
く
に
受
容
し
た
玉
女
反
閉
局
法
は
、
こ
の
最
古
の
玉
女
反
閉
局
法
だ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
し
、
日
本
で
も
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
算
木
の
移
動
を
す
る
儀
式
が

行
わ
れ
た
が
、
後
に
は
略
式
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
古
い
儀
式
は
用
い
ら

れ
な
く
な
っ
た
と
想
定
す
る
。

二
、
本
書
の
意
義
と
内
容
に
関
す
る
批
評

（
１
）
第
一
部
に
つ
い
て

　

本
書
の
解
題
は
、「
暦
譜
」
類
を
欠
く
も
の
の
、現
時
点
で
最
も
網
羅
的
で
あ
り
、

工
具
書
と
し
て
も
、
研
究
史
整
理
と
し
て
も
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
基
づ
く
と
同
時
に
、『
四
庫
提
要
』
分
類
を
併
記
す
る

点
は
、出
土
術
数
文
献
と
後
世
の
伝
世
術
数
文
献
を
対
照
す
る
上
で
都
合
が
良
い
。

術
数
の
諸
術
は
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
多
く
、
術
数
研

究
で
は
「
○
○
代
の
△
△
思
想
」
な
ど
の
断
代
的
な
観
点
で
は
捉
え
き
れ
な
い
問

題
が
多
い
。
か
つ
基
層
文
化
的
・
社
会
通
念
的
性
格
の
強
い
思
考
様
式
も
色
濃
く

見
出
せ
る
た
め
、
近
世
文
献
を
扱
っ
て
い
て
も
、
そ
の
起
源
が
中
世
・
古
代
ま
で

遡
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
、
逆
の
場
合
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問

題
に
対
し
、
本
書
の
解
題
は
有
効
な
手
引
き
と
な
ろ
う
。

　

一
方
で
、
若
干
の
批
判
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
先
ず
、
序
論
で
述
べ
ら
れ

る
通
り
、
本
書
は
劉
楽
賢
氏
の
分
類
に
基
づ
く
た
め
、
取
り
挙
げ
る
「
術
数
文
献
」

の
範
疇
か
ら
、
時
令
家
が
除
か
れ
て
い
る
点
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
は

本
来
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、後
世
的
術
数
学
の
観
点
か
ら
見
て
も
、

具
体
的
な
両
者
の
相
違
を
例
示
し
て
欲
し
か
っ
た
。
例
え
ば
、
第
二
部
第
二
章
で

も
、
筆
者
は
司
馬
談
の
言
う
「
陰（

マ
マ
）陽
・
四
時
・
八
位
・
十
二
度
・
二
十
四
節
」
の

教
令
に
つ
い
て
、従
来
、時
令
思
想
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
の
箇
所
を
『
日
書
』（
特

に
択
日
）
に
関
す
る
内
容
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
両
者
に
ど
れ

ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
の
か
、
具
体
的
に
述
べ
て
欲
し
か
っ
た
。

　

ま
た
「
天
文
」「
暦
譜
」「
五
行
」「
蓍
亀
」「
雑
占
」「
形
法
」
の
各
類
の
概
要

を
示
す
際
に
、
任
松
如
『
四
庫
全
書
答
問
』（
啓
智
書
局
、
一
九
三
五
）
の
解
説

を
そ
の
ま
ま
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
解
説
に
は
『
四
庫
提
要
』
分
類
と
の
矛
盾
や

検
討
の
不
十
分
な
箇
所
も
あ
り
、
再
検
討
を
要
す
る
。
そ
も
そ
も
多
く
の
先
行
研

究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
四
庫
提
要
』
に
は
術
数
類
の
総
序
、
ま

た
各
属
の
末
に
も
案
語
が
あ
り
、
そ
の
分
類
理
念
や
『
漢
書
』
芸
文
志
・『
隋
書
』

経
籍
志
等
と
の
対
応
も
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
踏
ま
え
た
検
討
も
や
は

り
本
書
に
は
必
要
だ
っ
た
か
と
思
う
。
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最
後
に
、
医
学
文
献
に
相
当
す
る
出
土
資
料
に
言
及
が
な
い
点
も
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
勿
論
、
筆
者
が
『
漢
書
』
芸
文
志
・
数
術
略
の
分
類
に
沿
っ
て
諸
資
料

を
取
り
上
げ
て
い
る
以
上
、
方
技
略
に
分
類
さ
れ
る
医
学
文
献
が
省
か
れ
る
の
は

当
然
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
後
世
お
よ
び
今
日
の
術
数
学
の
研
究

範
囲
に
は
、
医
学
文
献
が
必
ず
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
古
代
に
お
い
て
も
占
術
と

医
術
の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
６
。
ま
た
、
例
え
ば
馬
王
堆

帛
書
『
五
十
二
病
方
』
な
ど
、
古
代
の
医
学
文
献
に
は
、
術
数
的
内
容
が
広
く
含

ま
れ
て
い
る
が
、
科
学
史
や
医
学
史
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
通
俗
的
な
呪
術
や
禁

忌
と
関
わ
る
部
分
は
、
ど
う
し
て
も
消
極
的
な
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
術
数
研
究
の
視
座
か
ら
、
医
学
文
献
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

の
か
を
述
べ
る
必
要
も
あ
っ
た
か
と
思
う
。

（
２
）
第
二
部
に
つ
い
て

　

第
二
部
は
出
土
術
数
文
献
の
大
半
を
占
め
る
『
日
書
』
を
具
体
的
な
テ
ー
マ
か

ら
論
じ
た
も
の
で
、
最
も
根
幹
に
関
わ
る
『
日
書
』
と
は
如
何
な
る
性
格
を
持
つ

か
、
と
い
う
問
題
は
、
第
一
章
と
第
二
章
で
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
章
・

第
二
章
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

こ
の
両
章
は
、『
日
書
』
が
古
代
の
通
書
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
先
行
研

究
の
再
検
証
や
資
料
分
析
を
進
め
、
そ
の
性
格
を
よ
り
具
体
的
・
詳
細
に
明
ら
か

に
し
て
お
り
、高
く
評
価
で
き
る
。特
に
、両
章
を
通
じ
て
の
ユ
ニ
ー
ク
な
指
摘
が
、

『
日
書
』
に
神
霊
に
対
す
る
原
始
的
な
畏
怖
の
態
度
が
保
存
さ
れ
て
い
る
可
能
性

を
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。
筆
者
は
『
日
書
』
の
択
日
部
分
に
見
え
る
天
神
・
神
煞

が
祭
祀
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
祭
祀
に
よ
る
辟
邪
が
想
定
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
、
高
位
の
神
霊
に
対
す
る
絶
対
的
な
畏
怖
・
従
順
の
態
度
に
よ
り

説
明
す
る
。
こ
れ
は
『
日
書
』
に
見
え
る
禁
忌
の
特
徴
を
宗
教
学
の
タ
ブ
ー
概
念

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
見
え
て
き
た
、
新
た
な
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り

筆
者
は
、『
日
書
』
が
功
利
の
書
で
あ
る
、
と
い
う
従
来
の
一
元
的
な
見
方
を
批

判
す
る
。
出
土
資
料
に
祭
祀
さ
れ
る
神
霊
と
祭
祀
さ
れ
な
い
神
霊
が
見
え
る
事
例

は
、
池
沢
優
氏
が
楚
簡
に
見
え
る
卜
筮
祭
祷
記
録
に
基
づ
き
検
討
し
て
い
る
が
７
、

同
氏
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、そ
の
原
因
は
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。『
日

書
』
と
卜
筮
祭
祷
記
録
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て

の
基
層
社
会
に
お
け
る
神
霊
の
在
り
方
を
め
ぐ
り
、
筆
者
の
説
は
こ
う
し
た
一
連

の
問
題
に
対
す
る
新
た
な
切
り
口
を
提
供
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
若
干
の
疑
問
が
な
く
も
な
い
。
元
よ
り
評
者
の
知
見
で
は
不
十
分
か

と
思
う
が
、
読
後
の
疑
問
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
、
後
世
の
通
書
や
日
用
類
書
に
表
形
式
で
列
挙
さ
れ
る
神
煞
と
『
日
書
』

各
篇
の
記
述
中
に
個
別
に
表
れ
る
神
煞
を
同
列
に
扱
う
点
で
あ
る
。
筆
者
は
『
日

書
』
に
吉
神
が
見
え
な
い
一
方
、
唐
代
の
具
注
暦
に
吉
神
が
見
え
る
点
か
ら
、
こ

の
間
に
吉
神
が
創
造
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
も
そ
も
個
別
の
神
煞
の
禁
忌
か
ら
、
通
書
や
具
注
暦
の
よ
う
な
整
っ
た
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神
煞
の
リ
ス
ト
と
い
う
、形
式
上
の
変
遷
も
念
頭
に
置
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

評
者
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
形
式
上
の
変
遷
過
程
で
、
神
煞
の
体
系
化
や
一
元
化

な
ど
の
整
理
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
『
日
書
』
各
篇

に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
神
煞
を
神
煞
名
の
み
取
り
出
し
て
一
括
で
論
じ
て
い
る
点
は

些
か
安
易
に
も
感
じ
ら
れ
た
。神
煞
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
出
て
く
る
の
か
な
ど
、

よ
り
掘
り
下
げ
た
検
討
の
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
、
参
考
と
し
て
挙
げ
た
戦
国
秦
漢
の
伝
世
文
献
に
見
え
る
神
煞
と
出
土
資

料
に
見
え
る
神
煞
と
は
、
時
代
が
重
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
か
な
り
の
相
違
が
見

ら
れ
る
。
前
者
は
あ
く
ま
で
参
考
と
し
て
挙
げ
た
も
の
と
は
い
え
、
こ
の
点
も
さ

ら
に
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
筆
者
が
神
煞
名

を
挙
げ
る
『
潜
夫
論
』
卜
列
篇
に
は
、

及
諸
神
祇
太
歳
・
豐
隆
・
鉤
陳
・
太
陰
將
軍
之
屬
、
此
乃
天
吏
、
非
細
民
所

當
事
也
。〔
諸
も
ろ
の
神
祇
た
る
太
歳
・
豐
隆
・
鉤
陳
・
太
陰
將
軍
の
屬
に

及
び
て
は
、
此
れ
乃
ち
天
の
吏
な
れ
ば
、
細
民
の
當
に
事
う
べ
き
所
に
非
ざ

る
な
り
。〕

と
あ
る
よ
う
に
、
神
煞
を
「
天
の
吏
」
と
す
る
８
。
こ
れ
は
確
か
に
神
煞
を
天
に

連
な
る
高
位
の
存
在
と
す
る
筆
者
の
考
え
と
一
致
す
る
。
だ
が
、
習
俗
批
判
を
展

開
す
る
文
脈
で
、「
細
民
の
當
に
事
う
べ
き
所
に
非
ざ
」
る
と
あ
る
の
は
、
却
っ

て
人
々
が
こ
れ
ら
の
神
煞
に
仕
え
、
祭
祀
し
て
い
た
実
態
を
想
起
さ
せ
る
９
。
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
神
煞
が
祭
祀
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
筆
者
の
指
摘
と
矛
盾
し

よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
「
土
神
」
の
祟
禍
を
解
除
す
る
儀
礼
を
「
解
土
」
と
言
う
が
、
こ
れ

は
『
論
衡
』
解
除
篇
に
詳
し
く
見
え
て
い
る
。

世
間
繕
治
宅
舍
、
鑿
地
掘
土
、
功
成
作
畢
、
解
謝
土
神
、
名
曰
解
土
。
爲
土

偶
人
、
以
像
鬼
形
、
令
巫
祝
延
、
以
解
土
神
。
已
祭
之
後
、
心
快
意
善
、
謂

鬼
神
解
謝
、
殃
禍
除
去
。〔
世
間
に
宅
舍
を
繕
治
す
る
に
、
地
を
鑿
ち
土
を

掘
り
、
功
成
り
作
り
畢
れ
ば
、
土
神
に
解
謝
す
。
名
づ
け
て
解
土
と
曰
う
。

土
の
偶
人
を
爲
り
、
以
て
鬼
形
を
像
り
、
巫
を
し
て
祝
延
せ
し
め
、
以
て
土

神
を
解
す
。
已
に
祭
る
の
後

0

0

0

0

0

0

、
心
快
く
意
善
け
れ
ば
、
鬼
神
は
解
謝
し
、
殃

禍
は
除
去
す
、
と
謂
う
。〕

土
神
は「
土
公
」と
も
言
い
、土
木
工
事
に
か
か
る
神
煞
で
あ
る
。『
日
書
』に
も「
土

神
」「
土
忌
」
な
ど
と
し
て
見
え
る
が
（
第
一
章
一
節
（
２
）・
表
一
、
第
二
章
第

二
節
）、『
論
衡
』
に
は
、
明
ら
か
に
神
煞
を
祭
っ
て
祟
り
を
解
除
し
た
事
例
が
見

え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
後
漢
の
事
例
だ
が
、
伝
世
文
献
に
は
、
神
煞
が

祭
祀
さ
れ
た
例
が
見
出
せ
る
。

　

ま
た
、
筆
者
は
第
二
章
で
取
り
上
げ
る
神
煞
を
み
な
天
と
連
な
る
高
位
の
神
煞

と
想
定
す
る
。
し
か
し
、『
潜
夫
論
』
巫
列
篇
に
は
、

且
人
有
爵
位
、
鬼
神
有
尊
卑
。
天
地
山
川
、
社
稷
五
祀
、
百
辟
卿
士
有
功
於

民
者
、
天
子
諸
侯
所
命
祀
也
。
若
乃
巫
覡
之
謂
獨
語
、
小
人
之
所
望
畏
、
土	

公
・
飛
尸
・
咎
魅
・
北
君
・
銜
聚
・
當
路
・
直
符
七
神
、
及
民
間
繕
治
微
蔑
小	
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禁
、
本
非
天
王
所
當
憚
也
。〔
且そ

も

そ
も
人
に
爵
位
有
り
、
鬼
神
に
尊
卑
有
り
。

天
地
山
川
、
社
稷
五
祀
、
百
辟
卿
士
に
し
て
民
に
功
有
る
者
は
、
天
子
諸
侯

の
命
じ
て
祀
る
所
な
り
。
巫
覡
の
謂
い
て
獨
語
し
、
小
人
の
望
畏
す
る
所
、

土
公
・
飛
尸
・
咎
魅
・
北
君
・
銜
聚
・
當
路
・
直
符
七
神
、
及
び
民
間
に
繕

治
し
た
る
微
蔑
な
る
小
禁
に
若お

乃よ

び
て
は
、
本
よ
り
天
王
の
當
に
憚
る
べ
き

所
に
非
ざ
る
な
り
。〕

と
あ
る
。
こ
れ
は
前
半
と
後
半
で
そ
れ
ぞ
れ
天
王
＝
天
子
た
る
者
の
祭
祀
す
べ
き

高
位
の
鬼
神
と
、
そ
う
で
な
い
下
位
の
神
霊
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
下
位

の
神
霊
に
、
神
煞
と
み
な
し
得
る
「
直
符
」「
土
公
」（
第
二
章
第
二
節
）
な
ど
が

含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
神
煞
に
も
尊
卑
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
、
神
煞
を
一
元

的
に
天
に
連
な
る
存
在
と
捉
え
、
天
道
と
同
一
視
す
る
筆
者
の
考
え
と
は
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
筆
者
は
神
煞
を
天
道
と
同
一
視
す
る
主
な
根
拠
は
、『
史
記
』
太

史
公
自
序
・
六
家
之
要
旨
に
、

嘗
竊
觀
陰
陽
之
術
、
大
詳
而
衆
忌
諱
、
使
人
拘
而
多
所
畏
。
然
其
序
四
時
之

大
順
、
不
可
失
也
。
…
略
…
夫
陰
陽
、
四
時
・
八
位
・
十
二
度
・
二
十
四
節
、

各
有
教
令
、
順
之
者
昌
、
逆
之
者
不
死
則
亡
、
未
必
然
也
。
故
曰
使
人
拘
而

多
畏
。
夫
春
生
夏
長
、
秋
收
冬
藏
、
此
天
道
之
大
經
也
。
弗
順
則
無
以
爲
天

下
綱
紀
、
故
曰
、
四
時
之
大
順
、
不
可
失
也
。（
断
句
は
本
書
と
異
な
る
＊
評	

者
）

と
あ
る
こ
と
に
拠
る
。
筆
者
は
こ
の
箇
所
を
次
の
よ
う
に
読
む
。

嘗
て
竊
か
に
陰
陽
の
術
を
觀
る
に
、
大
詳
に
し
て
忌
諱
衆
く
、
人
を
し
て
拘

は
れ
て
畏
る
る
所
多
か
ら
し
む
。
然
れ
ど
も
其
の
四
時
の
大
順
を
序
す
る

は
、
失
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
…
略
…
夫
れ
陰
陽
・
四
時
・
八
位
・
十
二
度
・

二
十
四
節
に
、
各
〻
教
令
有
り
。
之
に
順
ふ
者
は
昌
へ
、
之
に
逆
ふ
者
は
死

せ
ざ
れ
ば
則
ち
亡
ぶ
。
未
だ
必
ず
し
も
然
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
曰
く
、「
人

を
し
て
拘
は
れ
て
畏
れ
多
か
ら
し
む
」
と
。
夫
れ
春
生
じ
て
、
夏
長
じ
、
秋

收
め
、
冬
藏
す
。
此
れ
天
道
の
大
經
な
り
。
順
は
ざ
れ
ば
則
ち
以
て
天
下
の

綱
紀
と
爲
る
無
し
。
故
に
曰
く
、「
四
時
の
大
順
、失
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。

筆
者
は
こ
こ
で
言
う
「
陰
陽
の
術
」
と
は
術
数
・
占
術
で
あ
る
と
し
、「
陰
陽
・
四	

時
・
八
位
・
十
二
度
・
二
十
四
節
」
の
教
令
と
は
、
従
来
「
時
令
」
思
想
を
指
す

と
さ
れ
て
き
た
が
、
当
時
の
術
数
文
献
の
主
流
が
『
日
書
』
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、『
日
書
』
に
見
え
る
時
日
・
方
位
の
禁
忌
を
指
す
と
指
摘
す
る
。
尤
も
、

中
略
を
挟
ん
だ
「
夫
陰
陽
」
以
下
は
、「
夫
れ
陰
陽
は
」
と
陰
陽
家
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
四
時
・
八
位
・
十
二

度
・
二
十
四
節
」
に
教
令
（
＝
禁
忌
）
が
あ
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
本
章
第
六
節
を
最
後
ま
で
読
む
と
、
筆
者
は
こ
の
教
令
（
禁
忌
）
全

て
に
対
し
、「
此
れ
天
道
の
大
経
な
り
」
と
述
べ
た
も
の
と
理
解
す
る
よ
う
で
あ	

る
。
こ
れ
は「
規
則
的
・
循
環
的
な
運
行
に
よ
っ
て
人
の
吉
凶
を
主
る「
神
煞
」は
、

「
陰
陽
・
四
時
・
八
位
・
十
二
度
・
二
十
四
節
」
の
教
令
（
忌
諱
）
を
発
す
る
主
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体
で
あ
る
か
ら
、
当
時
に
お
い
て
（
司
馬
談
が
言
う
よ
う
に
）「
天
道
」
そ
の
も

の
も
し
く
は
そ
の
一
部
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
点
か
ら
も

分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
筆
者
は
『
日
書
』
の
神
煞
や
そ
の
禁
忌
を
み
な
天
に
結
び

付
け
て
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
六
家
之
要
旨
か
ら
の
引
用
の
み
で
は
不

十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
、
陰
陽
家
の
要
旨
を
述
べ
る
中
で
、
当
時
あ
ま
り

に
多
い
禁
忌
と
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
人
々
を
批
判
し
た
文
脈
で
あ
る
。
司
馬
談
は
、

禁
忌
全
て
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
最
も
大
事
な
四
時
の
教
令
こ
そ
、
天
道
の

大
経
（
最
も
大
事
な
天
の
理

こ
と
わ
り）
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
、
と
言
う
。

つ
ま
り
、多
く
の
禁
忌
と
天
道
と
の
結
び
つ
き
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、

四
時
の
教
令
と
比
べ
る
と
一
段
落
ち
る
存
在
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
箇

所
の
解
釈
を
以
て
『
日
書
』
の
神
煞
を
そ
の
ま
ま
天
と
同
一
視
す
る
の
は
些
か
無

理
が
あ
る
。
む
し
ろ
司
馬
談
の
言
説
に
も
、
先
に
見
た
神
煞
を
尊
卑
の
あ
る
も
の

と
し
て
、
多
層
的
に
捉
え
る
王
符
と
同
様
の
態
度
が
見
出
せ
る
訳
で
あ
り
、
そ
の

批
判
の
先
に
様
々
な
神
煞
や
禁
忌
を
信
じ
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
人
々
の
存

在
が
あ
く
ま
で
間
接
的
に

0

0

0

0

想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
主
な
関
心
は
、
ど
う

や
ら
こ
う
し
た
一
般
の
人
々
に
在
る
よ
う
だ
が
（
二
〇
七
頁
注
五
〇
）、
そ
れ
な

ら
ば
、
批
判
者
た
る
司
馬
談
と
そ
の
批
判
の
矛
先
に
あ
る
人
々
を
対
置
さ
せ
る
形

で
、
も
っ
と
丁
寧
に
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。
例
え
ば
、
先
の
『
潜
夫
論
』
の
二
例

な
ど
も
、
王
符
が
通
俗
的
な
信
仰
を
批
判
し
た
文
脈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
批
判
の

先
に
尊
卑
に
頓
着
せ
ず
に
祭
祀
（
淫
祀
）
を
行
う
人
々
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
天
と
神
煞
と
の
関
係
を
窺
い
得
る
の
は
、
あ
く
ま
で
批
判
者
側
の
論
理

の
中
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
批
判
さ
れ
る
側
の
淫
祀
を
行
う
人
々
が
神
煞
と
天
の
関

係
を
意
識
し
た
か
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
天
道
観
を
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
っ
た

問
題
に
ま
で
掘
り
下
げ
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点

は
さ
ら
に
広
く
資
料
を
分
析
し
、多
角
的
な
分
析
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
評
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
研
究
の

今
後
益
々
の
発
展
を
期
待
し
た
い
。

（
北
海
道
大
学
出
版
会　

二
〇
一
四
年
六
月

二
九
二
頁　

七
、二
〇
〇
円
＋
税
）

〈
註
〉

１	

劉
楽
賢
「
早
期
数
術
文
献
及
研
究
成
果
概
述
」（
同
『
簡
帛
数
術
文
献
探
論
』

湖
北
教
育
出
版
、
二
〇
〇
三
）、「
従
出
土
文
献
看
兵
陰
陽
」（
同
『
戦
国
秦

漢
簡
帛
叢
考
』
文
物
出
版
、
二
〇
一
〇
）

２	

略
名
は
略
末
に
「
凡
数
術
百
九
十
家
…
…
」、
ま
た
そ
の
総
論
に
「
数
術
者

…
…
」
と
あ
る
こ
と
に
拠
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

３	
三
浦
國
雄
編『
術
数
書
の
基
礎
的
文
献
学
的
研
究
―
主
要
術
数
文
献
解
題
―
』

平
成
十
七
年
度
～
十
八
年
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果

報
告
書
（
二
〇
〇
七
）、『
同　

続
編
』
平
成
十
九
～
二
十
年
度
科
学
研
究
費
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補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
（
二
〇
〇
九
）、『
同　

第
三	

編
』
平
成
二
十
一
～
二
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研

究
成
果
報
告
書
（
二
〇
一
二
）。

４	

劉
楽
賢
『
睡
虎
地
秦
簡
日
書
研
究
』（
文
津
出
版
、
二
〇
一
四
年
）

５	

黄
一
農
「
従
尹
湾
漢
墓
簡
牘
看
中
国
社
会
的
択
日
伝
統
」（『
中
央
研
究
院
歴

史
語
言
研
究
所
集
刊
』
七
〇
―
三
、一
九
九
九
）

６	

例
え
ば
山
田
慶
児
「
九
宮
八
風
説
と
少
師
派
の
立
場
」（『
東
方
学
報
』

五
二
、一
九
八
〇
）
は
、
占
風
理
論
と
病
因
論
の
関
係
を
検
討
す
る
。

７	

池
沢
優
「
祭
ら
れ
る
神
と
祭
ら
れ
ぬ
神
―
戦
国
時
代
の
楚
の
「
卜
筮
祭
祷
記

録
」
竹
書
に
見
る
霊
的
存
在
の
構
造
に
関
す
る
覚
書
」（『
中
国
出
土
資
料
研

究
』
創
刊
号
、
一
九
九
七
）

８	

こ
れ
ら
の
神
煞
と
『
日
書
』
に
見
え
る
神
煞
と
の
対
応
は
不
明
な
点
も
多
い

が
、
少
な
く
と
も
、
卜
列
篇
の
「
太
歳
」
は
睡
虎
地
秦
簡
の
「
歳
」
や
九
店

楚
簡
の
「
大
歳
」
と
対
応
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

９	

こ
の
状
況
は
『
潜
夫
論
』
浮
侈
篇
に
見
え
る
「
今
多
不
修
中
饋
、休
其
蠶
織
、

而
起
學
巫
祝
、
鼓
舞
事
神
、
以
欺
誣
細
民
、
熒
惑
百
姓
。〔
今
多
く
中
饋
を

修
め
ず
、
其
の
蠶
織
を
休
め
、
起
き
て
巫
祝
を
學
び
、
鼓
舞
し
て
神
に
事
え
、

以
て
細
民
を
欺
誣
し
、
百
姓
を
熒
惑
す
。〕」
の
状
況
と
重
な
る
。
こ
こ
で
巫

祝
の
技
能
を
学
び
細
民
・
百
姓
を
惑
わ
す
者
も
ま
た
細
民
・
百
姓
に
他
な
ら

な
い
。
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